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和歌山県男女共同参画センター“りぃぶる”の概要 

 

１ 基本方針 

和歌山県男女共同参画センターは、男女共同参画社会実現のための様々な活動と

交流の拠点として、男女が共に責任をわかち合いながら社会のあらゆる分野へ参画

することを支援します。 

 

２ 男女共同参画センターの果たす機能と役割 

センターには、次の４つの機能があり、それぞれに対応した事業を展開しています。 

（１） 出会いと交流 

交流スペースでの出会いや、貸室（会議室・一時保育ルーム）を利用して交流を 
広げることができます。 

（２） 学習と啓発 

講座・講演会・イベントなどを通して、自身の問題解決や男女共同参画の推進に 
むけて、知識や能力を身につけることができます。 

（３） 情報の収集と発信 

男女共同参画に関する図書・ＤＶＤ等を収集しています。また、ホームページの 
開設や情報誌を発行しています。図書・情報資料室では、読む・見る・借りるなど、

情報収集ができます。 

（４） 相談と支援 

あなたの悩みをうけとめ、あなたらしく生きるお手伝いをしています。男女共同 
参画相談員が対応する電話や面接による、総合相談・カウンセリング・法律相談が

受けられます。男性の方は、男性相談員が対応する電話相談が受けられます。 

 

３ 沿革 
 
平成４年度 ・「健康ふれ愛和歌山計画」策定 

総合健康福祉棟（仮称）内に女性センターの整備を計画 

・女性問題懇話会に女性センター検討部会を設置 

平成５年度 ・総合健康福祉棟（仮称）基本設計 

平成７年度 ・総合健康福祉棟（仮称）実施設計 

平成８年度 ・建設工事着工 

平成９年度 ・女性センター事業企画委員会を設置 

・女性センターの愛称募集開始 

平成 10 年度 ・女性センターの愛称を「りぃぶる」に決定 

・女性に関する相談機関ネットワーク会議を設置（１１月） 

・県民交流プラザ和歌山ビッグ愛（複合施設）竣工 

・９階に女性センターを開設（１２月） 

・女性就業援助センターを女性センターに組織統合 

平成 13 年度 ・女性センターの名称を男女共生社会推進センターに変更（４月） 

・女性就業援助促進事業を終了（３月） 
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平成 21 年度 ・県民交流プラザ和歌山ビッグ愛９階に男女共生社会推進センター、 

県青少年活動センター、県ＮＰＯサポートセンターの３施設を集約し、 

会議室等の共用化を開始。併せて開館日、開館時間等を変更。（１０月） 

平成 22 年度 ・男女共生社会推進センターの名称を男女共同参画センターに変更（４月） 

 ・センター運営事業の一部業務委託開始（４月） 

平成 24 年度 ・「授乳コーナー」設置（１月） 

平成 25 年度 ・和歌山県立医科大学附属病院内に性暴力救援センター和歌山 

「通称：わかやま mine（マイン）」開設（７月） 

平成 27 年度 ・性暴力救援センター和歌山の運営を子ども・女性・障害者相談センターに 

移管（４月） 

 

４ 建物概要 

 

建物名称 県民交流プラザ和歌山ビッグ愛（複合施設） 

所 在 地 和歌山市手平２丁目１－２ 

敷地面積 ３１，６５７．０２ｍ２ 

延床面積 ２０，８２３．６４ｍ２ 

建物構造 高層棟  鉄骨鉄筋コンクリート造  地下１階、地上１２階、塔屋２階 

低層棟  鉄骨造、地上２階 

 

５ 男女共同参画センター施設概要 

 

施設位置 県民交流プラザ和歌山ビッグ愛 ９階 

面  積 ５５８．２４ｍ２  
※青少年活動センター分（会議室Ｂ・一時保育ルーム）を除く 

事務室・所長室・相談室 

図書情報資料室 

交流スペース（NPOサポート 
センター分を除く。）・倉庫 

講 師 

控 室 

※共用 

会議室Ａ 

 

※共用 

会議室Ｂ 

 

※共用 

会議室Ｃ 

 

※共用 

一時保育 

ルーム 

※共用 

229.22ｍ２ 21.72ｍ２ 152.69ｍ２ 91.32ｍ２ 154.61ｍ２ 45.77ｍ２ 

 

(平面図)                     ※３施設共用 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

（共用） 

会議室 C 

（共用） 

会議室 A 

男女共同参画センター 

“りぃぶる”事務室 

サークル 

活動室 
図書・情報資料室 

交流スペース 

（共用） 

一時保育 
ルーム 

青少年 
育成協会 

事務室 

（共用） 

会議室 B 

エレベーター 
ホール 

NPO 
サポート 

センター 

事務室 

カ
ウ
ン
タ
ー 

図
書
貸
出 

カ
ウ
ン
タ
ー 

講師 
控室 



3 
 

６ 組織 

 

所  長    企画課長 常勤職員         ２名         
再任用職員        ２名 

会計年度任用職員(相談員) ４名 

 
一部業務委託業者 
（特定非営利活動法人和歌山ｅかんぱにい）                                  

 

７ 利用について 

 

（１）開館時間 

午前９時から午後９時まで（日曜日は午後５時３０分まで） 

（２）休館日 

月曜日、祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日） 

 

８ 交通案内 

 

ＪＲ和歌山駅から  ・徒歩 約２０分 

・バス 約５分 「手平出島」バス停下車 

※バス乗り場１番から、新手平経由「海南駅前」、「紀三井寺駅・医 

大病院」行き、または新手平・琴の浦経由「マリーナシティ」行き、 

雄松町三丁目経由「医大病院」、「和歌浦口」行きに乗車 

 

ＪＲ宮前駅から   ・徒歩 約７分 

 

南海和歌山市駅から ・バス 約２０分 「手平出島」バス停下車 

※バス乗り場１番から、本町二丁目・ＪＲ和歌山駅経由「海南駅前」、

「マリーナシティ」、「紀三井寺駅・医大病院」行き、または「和

歌浦口」行きに乗車 
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令和４年度事業計画概要 
令和４年６月末現在 

新型コロナウイルスの影響により 

変更する場合があります。    

１ センター事業一覧 

（単位：千円） 

事 業 名 事 業 内 容 本年度予算額 

 
男女共同参画 
センター運営 

 
（１）学習と啓発 

・りぃぶるフェスタ２０２２ 
・公開セミナー 
・語り合い広場 
・男女共同参画啓発ポスターコンクール 
・「みんなに男女共同参画」提案事業 
・デートＤＶ防止啓発事業 

（２）出会いと交流 
・図書・交流スペース利用拡充事業 
・会議室等の貸出 

（３）情報の収集と発信 
・図書・ＤＶＤ等の貸出・収集 
・センターニュースの発行 
・ホームページ等による情報発信 

（４）相談と支援 
・男女共同参画相談員による常時の相談 
・法律相談 
・カウンセリング 
・男性相談 
・ＬＧＢＴＱ相談（７月から開設） 

 
全体事業費 

33,234 

 
女性の活躍促進 

 
（１）学習と啓発 

・魅力ある女性リーダー養成講座 
・キャリアデザイン講座 

 
925 
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２ 啓発・講座開催事業 

 

名 称 内 容 開催予定日・場所 講師等 

りぃぶるフェスタ 
２０２２ 

 男女共同参画推進に向けた意識啓発

を行う。併せて男女共同参画啓発ポス

ター最優秀賞受賞者の表彰を行う。 
 ・講演会 
・男女共同参画啓発ポスター最優秀

賞受賞者表彰式                                      
 ・入賞作品展示等 

 ・デートＤＶ防止啓発 

11/19(土) 
和歌山 
ビッグホエール 
（ふれあい人権フェスタ 

と同時開催） 

未定 

公開セミナー 
男女共同参画を身近に考えることの

できるテーマをとりあげ、講演会を開

催する。 

6/1（水） 
和歌山ビッグ愛 
大ホール 

渥美由喜さん 
内閣府地域働き方改

革推進会議委員 

語り合い広場 

 男女共同参画の様々な課題をテーマ

に、ゲストスピーカーの講義と参加者

との交流会を開催する。 
（５回） 

7/23（土） 

田辺市民総合セン

ター 

12/3（土） 

りぃぶる 

いわたに てるこさん 

カラフルチャイルド代表 

9/3（土） 

りぃぶる 

市場恵子さん 
社会心理学講師・ 
カウンセラー 

10/1（土） 

東牟婁振興局  

工藤保則さん 
龍谷大学社会学部教

授 

他１回 未定 

「男女でつくる 
元気な和歌山」 
ﾎﾟｽﾀｰｺﾝｸｰﾙ 

男女共同参画をテーマとして県内の

小中高校生を対象にポスターを募集

し、男女共同参画について考える機会

を提供する。 
募集期間：７月１日～９月１５日 

（りぃぶるフェスタ２０

２２にて最優秀賞受賞

者表彰） 
－ 

「みんなに男女 
共同参画」 
提案事業 

 県内のＮＰＯなどの地域活動団体か

ら男女共同参画の推進を目指す実施企

画を募集し、その中から優秀な５企画

を採択し事業委託を行う。 
募集期間：６月１日～７月２０日 

－ － 
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デートＤＶ 
防止啓発事業 

県内高校等への出前講座を開講（８校） 

7/7（木） 

県立橋本高等学校 

伊田広行さん 
神戸大学・立命館大

学大学院非常勤講師 

・ 

片岡玉恵さん 
ウィメンズネット・

和歌山 

10/5（水） 

県立和歌山東高等

学校 

7/12（火） 

県立和歌山商業高

等学校 

7/11（月） 

県立南部高等学校 

6/10（金） 
県立紀北支援学校 

10/20（木） 
第４ブロック生徒

指導連絡協議会 

7/4（月） 

岩出市立岩出第二

中学校 

未定 

かつらぎ町立笠田

中学校 

 
 

名 称 内 容 開催予定日・場所 講師等 

魅力ある 
女性リーダー養成 
講座 

 女性の登用を促進することをめざす

企業の取組を支援するため、管理職を

めざす女性が社外で研鑽を積み、人的

ネットワークを構築することを目的に

スキルアップ講座、リーダーシップ講

座とロールモデルとの交流会を開催す

る。（２回） 

8/3(水) 

りぃぶる 

谷水美香さん 
ヒューマン・トータ

ルバランスサポート

りんと代表／アサー

ティブコミュニケー

ショントレーナー／

精神保健福祉士 

8/24(水) 

りぃぶる 

本庄麻美子さ

ん 
和歌山大学経済学部

准教授／キャリアコ

ンサルタント 

キャリアデザイン

講座 

 女性社員のキャリア形成を支援し、

継続就業率を高めるために、若手女性

社員、就職活動前の大学生を対象に、

10/23(日) 

りぃぶる 

（ワールド・カフェ方式） 

金川めぐみさん 
和歌山大学経済学部

教授／男女共同参画

推進室長 



7 
 

継続就業への意識付けや両立のための

ノウハウを提供する講座（うち１回は

ワールド・カフェ方式）を開催する。（２

回） 

開催日未定 

りぃぶる 
未定 

 
 

名 称 内 容 開催予定日・場所 

図書・交流スペー

ス利用拡充事業 

保育つき読書の時間 

  育児中の方を対象に、専門の保育スタッフが

子供を一時保育し、読書を楽しむ時間を提供す

る。（4回） 

開催日未定 

りぃぶる 

シアターCafé“りぃぶる” 

  男女の平等や自分らしい生き方などを考える

機会をもてるように、映画の鑑賞会を開催する。 

（4回） 

7/30(土)、11/26(土)、 

他２回 

りぃぶる 

ぬいぐるみお泊り会 
参加者からお預かりしたぬいぐるみたちが、

夜の図書室で読書をしたり、図書カードを作成

したり、窓から夜景を眺めたり…冒険する様子

をスタッフが写真におさめる。 

8/20(土)、21(日) 

りぃぶる 

 
スウェーデンのパパたち写真展  

  国内 66 会場、海外 65 ヶ国で展示された写真

巡回展。 

日常的に子供とかかわっている父親の様子を

見てもらう。 

8/9(火)～18(木) 

りぃぶる 

ラッキーBook キャンペーン 

  スタッフがおすすめの本や DVD を選び袋にい

れたものを、「ラッキーBOOK」として貸し出す。 

2 月～3 月中旬 

りぃぶる 

図書特設コーナー 

  テーマ毎に図書特設コーナーを設け、併せて

関連資料やリーフレットの展示、配布を行う。 

りぃぶる 
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３ 情報収集提供事業 

男女共同参画社会づくりに関する図書・資料を中心に収集し、図書・情報資料

室に配架するとともに、情報誌の発行を行い、社会参画や活動支援、男女共同参

画の推進を図る。 

   また、ＮＰＯ活動及び青少年健全育成関連図書の一括管理を行う。 

 

 (1) 利 用 

・開館時間 火～日 午前９時から午後９時まで（日曜は午後５時３０分まで） 

・休 館 日 月曜日、祝日、年末年始（１２月２９日から１月３日） 

 

 (2) 閲 覧 

・男女共同参画に関する図書 

・ＤＶＤブースでのＤＶＤ等鑑賞 

・雑誌・行政資料の室内閲覧 

 

 (3) 図書貸出 

〈1〉利用者登録 

・和歌山県内又は隣接府県（滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・三重 

県）に在住・通勤・通学の方 

・「貸出利用カード発行申込書」に所要事項を記入のうえ、氏名、住所を 

確認できるもの（マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、学生証等） 

を提示 

・「貸出利用カード」の発行（有効期限２年） 

〈2〉個人貸出 

・書籍は１人５冊以内、ビデオ・ＤＶＤは１人１点まで 

・期間は２週間まで 

 

 (4) 情報誌の発行 

・センターニュース「りぃぶる」の発行（年２回） 

 

 (5) インターネットによる情報発信 

・ホームページによる情報発信 

・facebook による情報発信 

・LINE による情報発信 
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４ 相談事業 

男女共同参画に関連した様々な悩みの相談に応え、自分らしい生き方を実現して

いけるよう支援する。 

 

 “りぃぶる”相談室 

 

（１）総合相談 

家庭や職場のこと、生き方への不安など 

自分らしく生きるうえでさまたげとなる 

さまざまな悩みや相談に男女共同参画相 

談員が応じる。 

 

 

 

（２）カウンセリング 

女性が抱えるこころの問題に 

女性カウンセラーが応じる。 

 

 

 

（３）法律相談 

夫婦、財産相続、金銭問題等、 

女性にとって身近な法律上の 

問題に女性弁護士が応じる。 

 

 

（４）男性相談  

男性のための電話相談。 

職場のストレス、夫婦・家族・ 

人間関係の問題に男性相談員が 

が応じる。 

 

（５）ＬＧＢＴＱ相談（令和４年７月開設） 

  ＬＧＢＴＱのための電話・面接相談。 

本人からだけでなく、ご家族や友人 

など周りの方からの相談にも応じます。 

 

 

●電話相談 

火～土曜日 9:00～20:30 

日 曜 日 9:00～17:00 

●面接相談 

（要予約・女性のみ） 

火～土曜日 9:00～17:30 

日 曜 日 9:00～16:00 

●面接相談・電話相談 

（要予約・女性のみ） 

毎月第２、第４金曜日 

13:00～15:40 

●電話相談 

（男性のみ） 

毎月第２水曜日 

16:00～20:00 

●面接相談 

（要予約・女性のみ） 

月４回程度（不定期） 

13:00～14:50 

●電話または面接相談 

（要予約） 

毎月第１または第２土曜日 

14:00～18:00 
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令 和 ３ 年 度 事 業 概 要 

 

１ 啓発・講座開催事業 

和歌山県男女共同参画センター“りぃぶる”の活動を広く県民に周知し、県民参 

加のもと「男女共同参画社会」への意識啓発や講座等を実施した。  

 

（１） りぃぶるフェスタ２０２１ 

  男女共同参画に向けた県民意識醸成に努めるとともに、身近な課題として捉える

契機となるよう、男女共同参画啓発ポスター表彰式などを行った。 

開催日 場 所 時 間 内 容 参加者数 

11/20(土) 

和歌山 
ビッグ 
ホエール 
（ふれあい人権 

フェスタと 

同時開催） 
 

12:45～ 

13:00 

男女共同参画啓発ポスター 

「男女でつくる元気な和歌山」表彰式 

延べ 
300 人 

10:00～ 

16:00 

パープルリボンキャンペーン 

女性に対する暴力をなくす運動の啓発 

男女共同参画啓発ブース 

 ポスター入賞者作品展示 

 デートＤＶ防止啓発 

 

（２）男女共同参画週間特別公開セミナー 

   男女とも役割にとらわれず、共に男女共同参画社会をつくるために行動を起こす

必要性について考える機会とするため、公開セミナーを実施した。 

開催日 時 間 場 所 テーマ・講 師 参加者数 

6/24(木) 
19:00～ 

20:30 

和歌山ビッグ愛 
大ホール 

多様性の時代「女が稼ぐ、男が家事る、

いいじゃないか！～男性学の視点から

～」 
講師：田中 俊之さん 

大正大学心理社会学部准教授 

95 人 
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（３）語り合い広場 

   男女共同参画の様々な課題をテーマとし、ゲストスピーカーによる講義と、講師

を交えた参加者の交流会を開催した。 

開催日 時 間 場 所 テーマ・講 師 参加者数 

7/24(土) 
13:30～ 

15:30 
りぃぶる 

～アンガーマネジメントで学ぶ～ 
「怒りやイライラとの付き合い方」 
講師：内野 しのぶさん 

Smile Stage 代表／アンガーマネジメン 

トファシリテーター・コンサルタント 

30 人 

9/11(土) 
13:30～ 

16:00 
りぃぶる 

「知っておきたい！女性（わたし）のから

だのこと」 
講師：国安 澄江さん(Part1) 

ウィメンズセンター大阪スタッフ 

田村 朋子さん(Part2) 

健康運動指導士／BASI ピラティスインス 

トラクター 

会場 6人 

Zoom5 人 

10/2(土) 
13:30～ 

15:30 
りぃぶる 

「コロナ禍が浮き彫りにした男女格差」 
～ジェンダーの視点から考える～ 
講師：市場 恵子さん 

社会心理学講師・カウンセラー 

15 人 

12/15(水) 
16:30～ 

18:00 

和歌山工業

高等専門学

校 

「“シンデレラからアナ雪まで”プリンセス 

ストーリーから読み解く！『女らしさ』 

の呪縛」 

講師：鳥渕 朋子さん 
アクト研究室代表 

会場21人 

Zoom17 人 

1/16(日) 
13:30～ 

15:30 

橋本市教育

文化会館 

「多様な性を知ろう」 
～身近な人からのカミングアウト～ 
講師：いわたに てるこさん 

カラフルチャイルド代表 

21 人 

 

（４）男女共同参画啓発ポスター募集 

  「男女でつくる元気な和歌山」啓発ポスターコンクールを実施した。 

○ 小・中・高等学校の児童・生徒から１６１点の応募があり、啓発ポスター

選考委員会において、最優秀賞４点、優秀賞１２点を選考し、りぃぶるフェ

スタ２０２１において最優秀賞を表彰した。 

○ 入賞作品をりぃぶるフェスタ２０２１の会場に展示後、和歌山バス株式会

社の協力を得て、路線バスの車内へ展示した。 
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 部 門 受賞者（学年はいずれも令和３年当時） 

最
優
秀
賞 

小学生低学年の部 髙田 りんさん （海南市立中野上小学校３年） 

小学生高学年の部 山本 順太郎さん （和歌山市立高松小学校６年） 

中学生の部 橋本 モモさん （和歌山信愛中学校２年） 

高校生の部 的羽 碧琉さん （和歌山市立和歌山高等学校２年） 

優
秀
賞 

小学生低学年の部 

堀江 花姫さん   （有田市立保田小学校１年） 

布目 ゆずさん （和歌山大学教育学部附属小学校１年） 

嶋 泰源さん  （和歌山市立名草小学校２年） 

小学生高学年の部 

蔦谷 理愛さん   （和歌山大学教育学部附属小学校５年） 

井脇 奏之介さん （和歌山市立安原小学校５年） 

小原 海音さん  （和歌山市立川永小学校６年） 

中学生の部 

布川 彩葉さん  （和歌山市立紀伊中学校２年） 

平井 美衣那さん （那智勝浦町立那智中学校２年） 

中谷 絢香さん （かつらぎ町立笠田中学校２年） 

高校生の部 

東の 翌桧さん 
（※） 

（和歌山県立和歌山工業高等学校１年） 
（※）「の」は「田」へんにつくりが「又」、あしが「土」の字 

宇都宮 心春さん  （和歌山市立和歌山高等学校２年） 

佐藤 凜さん （和歌山市立和歌山高等学校２年） 
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（５）「みんなに男女共同参画」提案事業 

   男女共同参画の推進を図るため、地域の団体やグループなどから事業の企画提案

を募集し、優秀な５企画を採択し事業を委託した。 

実施日 時 間 場 所 受託団体・事業名 参加者数 

11/3 

(水・祝) 

15:30～ 

17:30 

交流センター

「太田の郷」

（那智勝浦町） 

受託団体：LGBT と愉快な仲間たち 

事 業 名：「性」「らしさ」について考えてみ 
よう  

（映画鑑賞とトランスジェンダー当事 
者によるトークライブ） 

24 人 

11/27(土) 
18:00～ 

20:00 

和歌浦芸術区 
（和歌山市） 

27 人 

12/19(日) 

11:00～ 

12:00 和歌山市中央

コミュニティ

センター 

受託団体：わかやま City Club 

事 業 名：親子で手作りみそ教室 

（みそ作り教室を親子（父親と子供）

で実践してもらい、家族一丸となっ

て楽しく料理などの家事に取り組む

体験） 

合計 

27 人 13:00～ 

14:00 

12/19(日) 

10:00～ 

11:30 

りぃぶる 

受託団体：SAYHELLO.WAKAYAMA 
事 業 名：思春期の性を親子で学ぼう 

～知ることで自分をもっと好き 

になる～ 

（性について、思春期の子供に家庭内で 
どのように伝えたら良いかわからな 
いという悩みを解消するためのワー 
クなど） 

7 組 

1/23(日) 
りぃぶる 

（オンライン） 
5 組 

2/13(日) 
13:30～ 

 16:00 

りぃぶる 
（オンライン） 

受託団体：NPO 法人和歌山 eかんぱにい 

事 業 名：未婚女性の未来を語ろう～おひと 

りさまの住まい、相続、老後～  

（未婚女性にスポットをあて、生涯の 
住居、老親の看護と介護など今後の 
人生設計を考えるための講座） 

8 人 

－ － － 

受託団体：にじいろトレインの会 

事 業 名：ローカル線に彩（いろどり）をプ 

ラス！～鉄道を動かし、社会を動 

かす～ 

（「鉄道事業」を女性の職場としてフォ 
ーカスし、違った角度からローカル鉄 
道を捉える機会を提供するための講 
演会など） 

1/29(土)に

開催予定で

したが新型

コロナウイ

ルス感染拡 

大に伴い中  

止 
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（６）デートＤＶ防止啓発事業出前講座 

  県内の高校・中学校の生徒や教職員を対象に自分らしい健全な生活を送るための

妨げとなるデートＤＶの存在を知り、若者におけるデートＤＶ防止を図ることを目

的として出前講座を実施した。 

開催日 時 間 場 所 講 師 受講者数 

10/20(水) 11:00～11:50 県立和歌山東高等学校 伊田広行さん 200 人 

10/21(木) 18:00～18:45 県立新宮高等学校（定時制） 村上惠美子さん 30 人 

10/25(月) 14:00～14:45 和歌山市立河西中学校 片岡玉恵さん 135 人 

11/10(水) 10:15～11:00 県立きのくに青雲高等学校（定時制） 伊田広行さん 75 人 

11/11(木) 13:10～14:00 県立桐蔭高等学校 片岡玉恵さん 280 人 

 12/10(金) 11:45～12:35 県立和歌山高等学校 片岡玉恵さん 157 人 

 1/25(火) 13:10～14:15 県立はまゆう支援学校（オンライン） 伊田広行さん 46 人 

 2/16(水) 13:10～14:00 県立きのかわ支援学校（オンライン） 伊田広行さん 28 人 

 

（７）魅力ある女性リーダー養成講座 

    女性の活躍促進が注目されている中、女性の登用を推進することを目指す企業 
の取組を支援し、管理職を目指す女性が社外で研鑽を積み、人的ネットワーク

を構築する機会を提供する講座を開催した。 

開催日 時 間 場 所 テーマ・講 師 参加者数 

7/16(金) 

10:00～ 

 17:00 
りぃぶる 

「スキルアップ講座～アサーティブコミュニ

ケーションを学ぼう～」 
講師：谷水美香さん 

ヒューマン・トータルバランスサポートりんと代表/ 

アサーティブコミュニケーショントレーナー/精神 

保健福祉士 

18 人 

－ 

「リーダーシップ研修」 
講師：本庄麻美子さん 

   和歌山大学経済学部キャリア教育担当講師/ 
キャリアコンサルタント 

2/4(金)に

開催予定で

したが新型

コロナウイ

ルス感染拡 

大に伴い中  

止 
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「ロールモデルによるパネルディスカッショ

ンと交流会」 
コーディネーター：本庄麻美子さん 
パネリスト 

 

（８）キャリアデザイン講座 
若手女性社員（入社５年未満程度）が社外で研鑽を積み、キャリア形成の意

識付けすることを目的とする講座を実施した。 
また、大学生と社会人が自分の理想の未来や男女共同参画についてワール

ド・カフェ※形式で意見交換した。 

開催日 時 間 場 所 テーマ・講 師 参加者数 

10/23(土) 
13:30～ 

16:00 
オンライン 

男女共同参画ワールド・カフェ 
～大学生と社会人の本音ミーティング～ 

講師・ファシリテーター： 
金川めぐみさん 
和歌山大学経済学部教授/男女共同参画推進室長 

オブザーバー： 
本庄麻美子さん 
和歌山大学経済学部キャリア教育担当講師 

大学生 

14 人 

・ 

社会人 

9 人 

2/18(金) 
10:00～ 

17:00 
オンライン 

しなやかに成長するキャリアをめざして 

講師：藤崎葉子さん 
ＣＤＡ（キャリア・ディベロップメント・アドバイ 

ザー）/女性労働協会認定講師 

9 人 

※ ワールド・カフェ：小グループで席替えをしながら議論を深めていく話し合いの手法で、あたかも参 

加者全員で話し合っているような効果が得られる。 
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（９）図書・交流スペース利用拡充事業 

※実施場所は、りぃぶる会議室又は図書・交流スペース 

開催日 時 間 内 容 参加者数 

7/11(日) 
13:30～ 

15:50 
シアターCafé “りぃぶる” 
男女の平等や自分らしい生き方などを考える機会を

持てるように、映画鑑賞会を実施した。 
 上映作品「マイビューティフルガーデン」 
 上映作品「スキャンダル」 
 上映作品「TUNA ガール」 

18 人 

12/5(日) 
13:30～ 

  16:05 
21 人 

12/26(日) 
13:30～ 

  15:50 
18 人 

10/28(木) 

10:00～ 

 12:00 

保育つき読書の時間 
育児中の方を対象に、専門の保育スタッフが子供を

一時保育し、読書を楽しむ時間を提供した。 

5 人 

12/2(木) 8 人 

－ 

2/24(木)に開

催予定でした

が新型コロナ

ウイルス感染

拡大に伴い中

止 

12/11(土) 

・ 

12/12(日) 

13:30～ 

 14:30 

・ 

13:00～ 

 17:00 

ぬいぐるみお泊り会 
りぃぶるの認知度をより高め、図書・交流スペース

の利用促進に資するため、「ぬいぐるみお泊り会」を実

施した。 

9 人 

2/1(火)～ 

 3/13(日) 
－ 

“りぃぶる”図書室ラッキーBOOK キャンペーン 
スタッフがおすすめの本を選び袋に入れたものを 

「ラッキーBOOK」として貸し出した。 
また、ラッキーBOOK を利用した人を対象に、読書 

会「ブック Café “りぃぶる”」を行った。 

貸出 

191 人 

(573 冊) 

読書会 

 3/12(土) 

10:00～ 

 11:30 

読書会 

 4 人 

図書特設コーナー 
   テーマ毎に図書特設コーナーを設け、合わせて関連資料や、リーフレットの展示、 

配布を行った。 

5/11(火)～ 6/ 6(日) 

6/ 9(水)～ 6/30(水) 

7/27(火)～ 8/29(日) 

9/28(火)～10/12(火) 

11/12(金)～11/25(木) 

12/14(火)～ 1/16(日) 

こんな時だから、「あした元気になぁれ！」 
 「男女共同参画週間」 
  受賞本特集 

LGBTQ 特集 
「女性に対する暴力をなくす運動」 
ドラマ化・映画化された図書、コミック 
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２  情報収集提供事業 

 （１）図書・交流スペースの運営 

 

  ア 蔵書数（令和４年３月３１日現在） 
        蔵書：11,571 冊、ビデオ・DVD：317 本 
 

  イ 図書貸出利用カード登録数 

        ２１３人（カード有効期限２年） 

 

 

 

  ウ 図書・ビデオ等貸出状況 
 

 

年代 冊数 構成比(%)

10代未満 783 10.5

20代 119 1.6

30代 885 11.9

40代 1,463 19.6

50代 2,029 27.2

60代 898 12.0

70代 873 11.7

80代以上 259 3.5

不明 146 2.0

計 7,455

50代
27.2%

40代
19.6%

60代
12.0%

30代
11.9%

70代
11.7%

10代未満
10.5%

80代以上
3.5%

不明

2.0%
20代
1.6% 年代別

 
開館日数 

(日) 

貸出者数 

(人) 

一日当たり 

平均貸出者数(人/日) 

貸出冊数 

(冊) 

一人当たり 

平均貸出冊数(冊/人) 

４月 25 85 3.4 450 5.3 

５月 24 97 4.0 713 7.4 

６月 26 85 3.3 773 9.1 

７月 25 79 3.2 587 7.4 

８月 25 82 3.3 567 6.9 

９月 25 89 3.6 604 6.8 

１０月 27 82 3.0 659 8.0 

１１月 23 74 3.2 523 7.1 

１２月 24 74 3.1 523 7.1 

１月 24 79 3.3 569 7.2 

２月 22 97 4.4 816 8.4 

３月 27 93 3.4 692 7.4 

計 297 日 1,016 人 3.4 人/日 7,476 冊 7.4 冊/人 

２年度計 296 日 1,178 人 4.0 人/日 8,150 冊 6.9 冊/人 

4月 16 13

5月 8 6

6月 2 6

7月 11 11

8月 6 10

9月 11 4

10月 19 10

11月 15 2

12月 6 9

1月 9 7

2月 10 6

3月 9 7

計 122 91

令和2年度
      (人)

令和3年度
      (人)



18 
 

 エ ジャンル別図書貸出状況 ※四捨五入のため構成比の合計値が 100 とならない場合があります。 

 

43.6

8.4

19.3 

4.7 2.9 2.1 1.5 2.9 1.2 1.4 0.7 0.6 1.5 1.1 0.1 
5.7 

0.1 
0.0
5.0

10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0

ジャンル別%

 

分 類 貸出数(冊) 構成比(%) 
令和２年度 

貸出冊数(冊) 

Ａ 
フェミニズム・女性学・ジェンダー 

（社会的性別） 
216 2.9 188 

Ｂ 労働・法律 91 1.2 128 

Ｃ 家族・結婚 51 0.7 64 

Ｄ 女性・子どもに対する暴力 104 1.4 94 

Ｅ こころ・癒し 353 4.7 490 

Ｆ 子育て・子どもの権利・絵本 624 8.4 1,033 

Ｇ からだ（お産・妊娠・更年期） 213 2.9 123 

Ｈ セクシュアリティ（生殖） 109 1.5 79 

Ｉ 女性史 6 0.1 12 

Ｊ 自伝・評伝 42 0.6 74 

Ｋ エッセイ・文学 1,442 19.3 1,683 

Ｌ 高齢社会・福祉 109 1.5 78 

Ｍ 男性学 83 1.1 62 

Ｎ 資料・雑誌・全集・著作集 158 2.1 151 

Ｏ その他 427 5.7 399 

Ｐ ビデオ・ＤＶＤ （164 本） 2.2 （155 本） 

Ｑ コミック 3,253 43.6 3,327 

未設定 10 0.1 10 

合 計 
本 7,291 冊 

DVD  164 本 
 

本 8,150 冊 

DVD  155 本 
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（２）情報誌 センターニュース「りぃぶる」の作成 

 

  ○ 規  格  Ａ４版  ８ページ 

  ○ 部  数  ４，０００部／回 

  ○ 発行回数  年２回 

  ○ 配 布 先  各市町村、各振興局、県内図書館等公共施設ほか 

  

      
 
 
（３）書評誌「りぃぶるＢｏｏｋプラス この本よんだ？」 

（ボランティアグループが作るりぃぶる蔵書の書評誌） 

 

  ○ 規  格  Ａ４版  ４ページ 

  ○ 部  数  ２，０００部／回 

  ○ 発行回数  年２回 

  ○ 配 布 先  各市町村、各振興局、県内図書館等公共施設ほか 
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（４）ホームページ、facebook の運営 

男女共同参画推進のため、インターネットを利用した各種情報提供を行う。 

      ・ センターの施設案内 

      ・ 図書、DVD 情報 

      ・ 相談窓口案内 

      ・ 主催講座案内、講座リポート 等 
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３ 相談事業 

 （１）総合相談 

   ・男女共同参画相談員による電話相談・面接相談 
［電話相談］火～土曜日 午前９時から午後８時３０分 

日 曜 日 午前９時から午後５時 
［面接相談］火～土曜日 午前９時から午後５時３０分 
（予約制・女性のみ） 日 曜 日 午前９時から午後４時 

 
（相談件数） 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 1 月 2 月 3 月 計 

面接 1 3 0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 10 

電話 136 93 118 95 93 120 114 103 68 71 79 117 1,207 

計 137 96 118 96 94 122 114 104 69 71 79 117 1,217 

※令和２年度 1,230 

（相談内容） 

内　容 件数 構成比(%)

夫婦関係 197 16.2

男女関係 27 2.2

親子関係 90 7.4

その他の人間関係 65 5.3

生き方・性格・こころ 559 45.9

からだ・性・健康 18 1.5

仕事・職場 70 5.8

育児・子育て 5 0.4

介護 4 0.3

性的被害 4 0.3 ※（　）は令和２年度

学習 0 0.0

暮らし 55 4.5

その他 123 10.1

計 1,217

※左表相談内容のうち

　DV
　ストーカー

　セクハラ
　虐待

　パワハラ・いじめ

  差別的取扱い他

73件
0件

6件
28件

12件

5件

(60件)
( 3件)

( 4件)
(20件)

( 4件)

( 0件)

生き方・

性格・

こころ

45.9%

夫婦関係

16.2% 

親子関係

7.4% 

仕事・

職場

5.8%

その他の

人間関係

5.3%

暮らし

4.5% 

男女関係

2.2%

からだ・

性・健康

1.5%

育児・子育て

0.4%

性的被害

0.3%
介護

0.3% その他

10.1%

総合相談内容

 

※四捨五入のため構成比の合計値が 100 とならない場合があります。 
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（２）法律相談 

      ・女性弁護士による法律問題に関する面接相談 

          月４回程度（不定期）  午後１時から午後２時５０分（予約制・女性のみ） 

 
（相談件数） 

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 1 月 2 月 3 月 計 

6 2 10 8 2 5 1 3 3 2 3 4 49 

※令和２年度 54 

 

（相談内容） 

内　容 件数 構成比(%)

夫婦（離婚等） 33 67.3

男女関係 3 6.1

相続・扶養 5 10.2

消費者等 1 2.0

性的被害（セクハラ等） 0 0.0

その他 7 14.3

計 49

※（　）は令和２年度※左表相談内容のうち

　DV

　ストーカー
　セクハラ

　虐待

　パワハラ・いじめ
  差別的取扱い他

6件

0件
0件

0件

1件
1件

( 4件)

( 0件)
( 0件)

( 1件)

( 2件)
( 4件)

夫婦

(離婚等)

67.3%

相続

・扶養

10.2% 

男女関係

6.1% 

消費者等

2.0%

その他

14.3%

法律相談内容

 
※四捨五入のため構成比の合計値が 100 とならない場合があります。 
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（３）カウンセリング 

     ・女性カウンセラーによる面接相談または電話相談 

         毎月  第２・第４金曜日   午後１時から午後３時４０分（予約制・女性のみ） 

 
（相談件数） 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 1 月 2 月 3 月 計 

面接 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 0 20 

電話 1 1 0 0 0 2 1 2 2 2 1 2 14 

計 4 3 2 2 1 4 3 4 4 3 2 2 34 

※令和２年度 31 

 

（相談内容） 

内　容 件数 構成比(%)

夫婦関係 19 55.9

男女関係 1 2.9

親子関係 7 20.6

その他の人間関係 0 0.0

生き方・性格・こころ 7 20.6

からだ・性・健康 0 0.0

仕事・職場 0 0.0

性的被害 0 0.0

くらし 0 0.0 ※（　）は令和２年度

その他 0 0.0

計 34

※左表相談内容のうち

　DV

　ストーカー

　セクハラ

　虐待

　パワハラ・いじめ

　差別的取扱い他

8件

0件

0件

0件

0件

0件

( 7件)

( 0件)

( 0件)

( 1件)

( 0件)

( 0件)

夫婦関係

55.9% 生き方・

性格・

こころ

20.6% 

親子関係

20.6% 

男女関係

2.9% 

カウンセリング

 

※四捨五入のため構成比の合計値が 100 とならない場合があります。 
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（４）男性相談 

     ・男性相談員による男性のための電話相談 

         毎月第２水曜日   午後４時から午後８時（予約優先・男性のみ） 

 
（相談件数） 

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 1 月 2 月 3 月 計 

3 5 4 0 5 3 3 3 4 4 4 3 41 

※令和２年度 33 

 

（相談内容） 

内　容 件数 構成比(%)

夫婦関係 22 53.7

男女関係 0 0.0

親子関係 6 14.6

その他の人間関係 5 12.2

生き方・性格・こころ 4 9.8

からだ・性・健康 3 7.3

仕事・職場 1 2.4

性的被害 0 0.0

暮らし 0 0.0 ※（　）は令和２年度

その他 0 0.0

計 41

※左表相談内容のうち

　DV
　ストーカー

　セクハラ

　虐待

　パワハラ・いじめ
　差別的取扱い他

0件
0件

0件

0件

0件
0件

( 0件)
( 0件)

( 0件)

( 0件)

( 0件)
( 0件)

夫婦関係

53.7% 

親子関係

14.6% 

その他の

人間関係

12.2% 

生き方・性格・

こころ

9.8%

からだ・

性・健康

7.3%

仕事・職場

2.4% 男性相談

 
※四捨五入のため構成比の合計値が 100 とならない場合があります。 

 

 

  



25 
 

４ センター利用状況（来訪者数及び貸室等利用者数） 

 
（単位：人） 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

377 296 495 646 434 273 447 564 378 311 98 269 4,588

主催事業 66 11 38 48 15 17 195

男女共同

参画関係 82 106 115 161 155 101 187 170 102 42 6 37 1,264

他機関

実施 295 190 380 419 279 161 222 394 228 254 75 232 3,129

165 169 198 179 172 120 197 108 180 105 95 148 1,836

主催事業 3 3 6

男女共同

参画関係 35 16 26 35 25 25 43 29 43 20 14 46 357

他機関

実施 130 153 172 144 147 95 151 79 134 85 81 102 1,473

179 242 369 404 344 342 461 330 462 212 92 275 3,712

主催事業 17 17

男女共同

参画関係 7 109 117 140 115 97 164 83 83 87 20 122 1,144

他機関

実施 172 133 252 264 229 245 297 247 362 125 72 153 2,551

192 194 184 179 188 188 176 161 168 162 196 195 2,183

578 600 697 620 537 702 659 649 603 471 538 600 7,254

8 9 40 46 56 47 39 23 18 286

95 65 160

150 106 134 106 102 134 121 114 80 80 88 126 1,341

0

46 436 909 259 69 12 1,731

1,649 1,607 2,181 2,220 1,777 1,870 2,553 2,882 2,169 1,433 1,119 1,631 23,091

1,096 1,128 1,512 1,873 1,694 1,834 2,360 2,510 2,461 1,871 2,159 2,225 22,723

3年度

計

2年度

計

会議室A

会議室B

会議室C

図書

資料室

サロン

来訪

一時保育

ルーム

ビッグ愛

大ホール

各種相談

視察等

地方開催
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参  考  資  料  
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和歌山県男女共同参画基本計画〔第５次〕（令和４年３月改定）のあらまし 

 

■計画の位置づけ 

 ①男女共同参画社会基本法第 14 条で定める法定計画 

 ②和歌山県男女共同参画推進条例第７条に定める「男女共同参画の推進に関する基 

本的な計画」 

 ③女性活躍推進法第６条に基づく都道府県推進計画 

 

■計画期間 

  計画期間は、令和４年度から令和８年度までの５年間としています。また、この

期間中においても、社会経済情勢の急激な変化等により、必要に応じて計画の見直

しを行うこととします。 

 

■計画のポイント 

この計画では、男女共同参画を具体的に推し進めるとともに、女性の活躍を推進

するため、「男女共同参画社会の実現に向けた意識づくり」、「誰もが安全・安心に

暮らせる社会づくり」、「男女がともに活躍する社会づくり」の３つの施策の方向を

定めています。 

 なお、計画改定に当たって、追加または特に見直した項目等は次のとおりです。 

◇固定的性別役割分担意識の解消 

◇男性に対する意識啓発の強化 

◇性暴力に対する相談体制の充実 

◇ひとり親家庭への支援 

◇貧困に直面している人や社会生活を円滑に営むことが困難な人への支援 

◇性的指向や性自認を理由として困難な状況に置かれている人々への支援 

◇政治の場への女性の参画促進 

◇女性活躍に率先して取り組む企業等を組織化 

◇再就職や在宅における就業支援 

◇男性中心型労働慣行の見直し 

◇理工系分野への女性参画の促進 

 

■県の基本的な役割 

 ①性別にかかわらず男女があらゆる分野で活躍できる環境整備を県民の皆さんと 

  協働して一層推進すること 

 ②県民や事業者等の皆さんの男女共同参画に向けた取組を支援すること 

 

■県民、事業者の皆さんの役割 

男女共同参画が実現した社会は、女性にとっても男性にとっても生きやすい社会

であり、県民の皆さんには、男女を問わず、家庭、地域、職場、学校などあらゆる

場でそれぞれの個性と能力を十分発揮していただきたいと考えています。 

また、事業者の皆さんにも、男女が仕事と生活の調和を実現し、平等に、そして

健康に働き続けることができる事業所運営をしていただきたいと考えています。 
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１ 男女共同参画に向けた意識改革 
(1) 広報・啓発活動の充実 
 

(2) 調査・研究及び施策への取り入れ 

 
２ 相談体制の充実・相談窓口の広報  

 

３ 男女共同参画推進のための教育等の充実 
(1)学校教育での取組の充実 

 
(2)男女共同参画の視点に立った家庭教育支援の推進 
 
(3)生涯学習等の推進  

施策の方向Ⅰ 男女共同参画社会の実現に向けた意識づくり 

長期的な目標  
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１ 政策・方針決定過程での女性の参画の拡大 
(1)県の政策決定過程への女性の参画拡大 

 ①政策決定への県民参画の促進 

 ②県の審議会等への女性の参画の促進 

 ③県の女性職員の採用・登用等の促進 

 ④政治の場への女性の参画促進 

 

(2)市町村における取組の促進 

 ①市町村の政策決定への県民参画の促進 

 ②市町村の審議会等への女性の登用に関する支援等 

 ③市町村女性職員の採用・登用に関する要請等 

 

(3)企業、団体等の取組の促進 

 

２ 働く場と家庭における男女共同参画の推進 

(1)雇用の分野における男女共同参画の推進 

 ①男女の均等な機会と待遇の確保 

 ②各種ハラスメント防止対策の推進 

 

(2)就業に向けた支援 

 ①再就職等の支援 

 ②在宅における就労支援 

 ③起業支援策の充実 

 

(3)ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の実現に向けた環境整備 

 ①雇用環境の整備 

 ②男性中心型労働慣行の見直し 

 

(4)子育て支援策の充実 

 ①多様なライフスタイルに対応した子育て支援策の充実 

 ②保育所等の整備促進 

 

(5)介護支援策の充実 

 

(6)家庭生活への男女共同参画の推進 

 

３ さまざまな分野における男女共同参画の推進 
(1)地域社会への県民参画促進 

 

(2)農林水産業、商工業等の分野における取組促進 

 ①農林水産業での男女共同参画の推進 

 ②家族従事者等がいきいきと活躍できる環境の整備 

 

(3)防災・災害復興における男女共同参画の推進 

 

(4)理工系分野への女性の参画促進 

  

施策の方向Ⅲ 男女がともに活躍する社会づくり 
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男女共同参画のあゆみ

1945
(昭和20年）

・国際連合誕生
・「国連憲章」採択

・衆院法改正
　（成年女子に参政権）

1946
(昭和21年）

・婦人の地位向上委員会設置 ・総選挙で初の婦人参政権
　行使
・日本国憲法公布

1947
(昭和22年）

・民法改正（家父長制度廃止）
・教育基本法公布
　　　　　　(男女教育機会均等）
・労働基準法公布
　　　　　　（男女同一賃金）

　
1948
(昭和23年）

・「世界人権宣言」採択

1956
(昭和31年）

・売春防止法制定

1967
(昭和42年）

・「婦人に対する差別撤廃
　宣言」採択

1975
(昭和50年）

・国際婦人年世界会議
　（メキシコシティー）開催
・「世界行動計画」採択

・婦人問題企画推進本部設置
・婦人問題企画推進本部会議
　開催
・総理府婦人問題担当室業務
　開始

1976
(昭和51年）

・ILOに婦人労働問題担当室
　設置

民法改正
　(離婚後の氏の選択自由）

1977
(昭和52年）

【国内行動計画】策定 ・青少年局育成課に婦人主幹
　配置
・婦人問題連絡会議設置
　（庁内関係課室）

1978
(昭和53年）

・婦人問題企画推進会議設置
・婦人関係施策の調査
・「婦人問題を考える集い」
　開催

1979
(昭和54年）

・「女子差別撤廃条約」採択 ・婦人問題世論調査（第１回）
・婦人の政策決定参加状況
　調査

1980
(昭和55年）

・「国際婦人の十年」中間年世
　界会議（ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ）開催
・「国際婦人の十年後半期行動
　プログラム」採択

「女子差別撤廃条約」に署名
民法改正
（配偶者の相続 1/3→1/2）

・「婦人の明日をひらく私の意
　見」公募
・「明日をひらく婦人交流のつ
　どい」開催

1981
(昭和56年）

・「女子差別撤廃条約」発効 ・【国内行動計画後期重点
　目標】策定

・「婦人文化展」開催

1982
(昭和57年）

・【和歌山婦人施策の指標】
　策定 （5月）
・婦人問題シンポジウム開催

1984
(昭和59年）

・国籍法・戸籍法改正
　（父母両系血統主義、配偶者
　の帰化条件の男女同一化）

・青少年婦人課に名称変更
・婦人の生活と意識調査
　　　　　　　　　　　　（第２回）
・婦人問題懇話会設置

1985
(昭和60年）

・「国際婦人の十年」　ナイロビ
　世界会議開催
・「婦人の地位向上のための
　ナイロビ将来戦略」採択

・女子差別撤廃条約批准
・国民年金法改正
　　　　（女性の年金権確立）
・「男女雇用機会均等法」公布
・生活保護基準額改正
　　　　（男女差解消）

・婦人問題アドバイザー設置
・県婦人会議設立

1986
(昭和61年）

　 ・婦人問題企画推進本部拡充
　（構成省庁を全省庁に）

・県婦人議会開催
・「婦人のつどい」開催

1987
(昭和62年）

・【西暦2000年に向けての新国
　内行動計画】策定

・「紀州の女のまつり」開催

1988
(昭和63年）

・【21世紀をめざすわかやま
　女性プラン】策定 （3月）

1989
(平成元年）

・女性の生活と意識調査
　　　　　　　　　　　　（第3回）
・「ナウナウわかやま」開催

国
　
連
　
婦
　
人
　
の
　
十
　
年

年　号 世界の動き 国の動き 和歌山県の動き
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1990
(平成2年）

・「婦人の地位向上のための
　ナイロビ将来戦略に関する
　第１回見直しと評価に伴う
　勧告及び結論」採択

・「かがや紀のおんな」開催

1991
(平成3年）

・【西暦2000年に向けての新国
　内行動計画（第1次改定）】
　策定
・中学校の家庭科男女必修
　開始
・「育児休業法」公布

・北陸・中部・近畿婦人問題
　地域推進会議開催
　　　　　　　　(総理府と共催）
・「女性問題を考えるフォー
　ラム」開催

1992
(平成4年）

・「育児休業法」施行 ・「和歌山女性フェスティバル」
　開催

1993
(平成5年）

・「パートタイム労働法」施行 ・青少年女性課に名称変更
・「トークイン和歌山」開催

1994
(平成6年）

・開発と女性に関する第２回ア
　ジア・太平洋大臣会議（ジャ
　カルタ）開催
・「ジャカルタ宣言及び行動
　計画」採択

・高校の家庭科男女必修開始
・総理府に男女共同参画室・
　男女共同参画審議会設置
・男女共同参画推進本部設置

・女性の生活と意識調査
　　　　　　　　　　　　（第４回）
・平成女性和歌集編集
・審議会等委員への女性の登
　用推進要綱制定 （3月）

1995
(平成7年）

・第４回世界女性会議(北京）
　開催
・「北京宣言及び行動綱領」
　採択

・「育児休業法」改正
　（介護休業制度の法制化）
　(一部H11.4.1施行）

・【わかやま女性プラン】改定
　（3月）
・「女性のつばさ」海外派遣
　開始

1996
(平成8年）

・【男女共同参画2000年プラ
　ン】策定

・生活文化部に女性政策課
　設置
・わかやま女性100人委員会
　設置

1997
(平成9年）

・男女雇用機会均等法改正
・労働基準法女子保護規定
　撤廃　　　　　  （H11.4.1施行）
　　　　　　　（一部H10.4.1施行）
・介護保険法公布

・「女性参政権行使50周年
　記念イベント」開催
・男女共生社会づくり協議会
　設置

1998
(平成10年）

・男女共生社会づくりに関する
　県民意識調査
・県女性センター開設 （12月）

1999
(平成11年）

・「男女共同参画社会基本法」
　公布・施行 （6月）

2000
(平成12年）

・国連特別総会「女性2000年
　会議」開催（ニューヨーク）
・「政治宣言及び成果文書」
  採択

・【男女共同参画基本計画】
　策定
・「児童虐待防止法」施行

・【和歌山県男女共生社会づく
  りプラン】策定 （3月）

2001
(平成13年）

・省庁再編により
内閣府男女共同参画局に改組
男女共同参画会議設置
・「配偶者からの暴力の防止及
 び被害者の保護に関する法
 律」制定（4月）・施行（10月）
・第１回「男女共同参画週間」
・第１回「女性に対する暴力を
　なくす運動」

・機構改革による名称変更
　　男女共生社会推進課
　　男女共生社会推進センター
・男女共生社会推進本部設置
・審議会等への女性の参画促
　進要綱制定 （10月）

2002
(平成14年）

・アフガニスタンの女性支援に
　関する懇談会開催
・男女共同参画会議決定「配
　偶者暴力防止法」、「平成13
　年度監視」、「苦情処理等シ
　ステム」

・男女共同参画推進条例施行
　（4月）
・男女共同参画審議会設置
・男女共同参画に関する県民
　意識調査実施

2003
(平成15年）

・男女共同参画会議決定
・「女性のチャレンジ支援作の
　推進」
・次世代育成支援対策推進法
　公布・一部施行
・「少子化社会対策基本法」
　施行

・【和歌山県男女共同参画
　基本計画】策定 （3月）

2004
(平成16年）

・「配偶者からの暴力の防止及
 び被害者の保護に関する法
 律」改正（6月公布、12月施行）
 及び同法に基づく基本方針
 策定

・「男女共同参画フォーラムin
　わかやま」開催（高野山）
・男女共同参画に関する施策
　苦情処理要領策定 （8月）
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2005
(平成17年）

・第49回国連婦人の地位委員
　会（北京＋10」閣僚級会合）
開
　催（ニューヨーク）

・男女共同参画会議答申
 「男女共同参画基本計画改定
 に当たっての基本的な考え
方」
・男女共同参画基本計画（第2
 次）策定 （12月）

2006
(平成18年）

・「男女雇用機会均等法」改定 ・「和歌山県男女共生社会推
　進センターの在り方」提言
　 （1月）
・男女共同参画に関する県民
　意識調査実施
・「和歌山県配偶者からの暴力
　の防止及び被害者支援基本
　計画」策定

2007
(平成19年）

・「配偶者からの暴力の防止及
　び配偶者の保護に関する法
　律」改正

・【和歌山県男女共同参画
　基本計画】改定 （3月）

2008
(平成20年）

・「次世代育成支援対策推進
　法」改正

・機構改革による名称変更
　　青少年・男女共同参画課
　　（青少年課と男女共生社会
　　　推進課を統合）

2009
(平成21年）

・「育児・介護休業法」改正

2010
(平成22年）

・第54回国連婦人の地位委員
　会（国連「北京＋15」記念会
　合）開催（ニューヨーク）

・男女共同参画会議答申
　「第３次男女共同参画基本計
　画改定に当たっての基本的
　な考え方」 （7月）
・男女共同参画会議答申
　「男女用同参画基本計画の
　変更」 （12月）
・男女共同参画基本計画（第３
　次）策定 （12月）

・機構改革による名称変更
　　 男女共同参画センター
・男女共同参画に関する県民
　意識調査実施
・男女共同参画社会推進本部
　に名称変更

2012
(平成24年）

・【和歌山県男女共同参画
　基本計画】第3次 （3月）

2013
(平成25年）

・「配偶者からの暴力の防止及
　び配偶者の保護に関する法
　律」改正

・性暴力救援センター和歌山
　｢わかやまmine(マイン)｣開設

2014
(平成26年）

・内閣に「すべての女性が輝く
　社会づくり本部」設置

2015
(平成27年）

・第59回国連婦人の地位委員
　会（国連「北京＋20」記念会
　合）開催（ニューヨーク）
・「持続可能な開発目標（SDG
　ｓ）」採択

・ 「女性の職業生活における活
　躍の推進に関する法律」公布
・男女共同参画会議答申
　「第４次男女共同参画基本計
　画改定に当たっての基本的
　な考え方」 （7月）
・男女共同参画会議答申
　「男女用同参画基本計画の
　変更」 （12月）
・男女共同参画基本計画（第４
　次）策定 （12月）

・性暴力救援センター和歌山
　福祉保健部に所管変更
・男女共同参画に関する県民
　意識調査実施

2016
(平成28年）

・「育児・介護休業法」改正
・「男女雇用機会均等法」改正

2017
(平成29年）

・【和歌山県男女共同参画
　基本計画】第４次（3月）

2018
(平成30年）

・「政治分野における男女共同
　参画の推進に関する法律」
　公布・施行（５月）
・「セクシャル・ハラスメント対策
　の強化について～メディア・
　行政間での事案発生を受け
　ての緊急対策～」策定（６月）



33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019
(令和元年）

・G20大阪首脳宣言 ・ 「女性の職業生活における活
　躍の推進に関する法律」改正

2020
(令和2年）

・第64回国連婦人の地位委員
　会（北京＋25）（ニューヨーク）

・男女共同参画会議答申
　「第５次男女共同参画基本計
　画改定に当たっての基本的
　な考え方」 （7月）
・男女共同参画会議答申
　「男女用同参画基本計画の
　変更」 （12月）
・男女共同参画基本計画（第５
　次）策定 （12月）

・男女共同参画に関する県民
　意識調査実施

2021
(令和3年）

・「政治分野における男女共同
　参画の推進に関する法律」
　改正
・「育児・介護休業法」改正

2022
(令和4年）

・【和歌山県男女共同参画
　基本計画】第5次（3月）



34 
 

平成１４年３月２６日 

和歌山県条例第１４号 

 

和歌山県男女共同参画推進条例 

目次 

  前文 

    第１章 総則(第１条―第６条) 

    第２章 男女共同参画の推進に関する基本的施策 

(第７条―第 17 条) 

    第３章 男女共同参画を阻害する行為の禁止等 

(第 18 条―第 22 条) 

    第４章 和歌山県男女共同参画審議会 

(第 23 条―第 25 条) 

    第５章 雑則(第 26 条) 

    附則 

    

  男女は、人として平等であり、その人権は、性別にかか

わらず尊重されなければならない。 

  和歌山県は、男女が平等で、共に生かし合い支え合うこ

とのできる社会の実現を目指した積極的な取組を行って

きた。しかし、性別による固定的な役割分担意識を反映し

た制度や慣行による不平等は、根強く残り、社会参画を求

めながらもその願いがかなわない人々が、今なお存在す

る。 

  このような状況の中で、少子高齢化、国際化及び高度情

報化の進展等社会経済情勢の急激な変化に対応し、和歌山

県を真に住みよいふるさととするためには、男女が共に社

会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保さ

れ、互いの個性と能力を十分に発揮しつつ利益を等しく享

受し、共に責任を分かち合うことができる社会の実現が、

緊急かつ重要な課題となっている。 

  ここに、私たちは、男女共同参画を更に推進し、すべて

の男女が、人間としての誇りをもち、心の豊かさと経済的

な豊かさを共に実感しつつ、安心して生き生きと暮らすこ

とのできるふるさと和歌山を創造するため、この条例を制

定する。 

 

 

第１章 総則 

 

   (目的) 

第１条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理

念を定め、並びに県、県民及び事業者の責務を明らかに

するとともに、県の基本的施策に関して必要な事項を定

めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推

進することを目的とする。 

  

   (定義) 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義

は、当該各号に定めるところによる。 

 (1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員とし

て、自らの意思によって社会のあらゆる分野における

活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に

政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受するこ

とができ、かつ、共に責任を担うことをいう。 

 (2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女

間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女

のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供する

ことをいう。 

 (3) セクシュアル・ハラスメント 人を不快にさせる性

的な言動により、個人の生活環境を害し、又は当該言

動を受けいれないことその他の当該言動を受けた個

人の対応によりその者に不利益を与えることをいう。 

 

   (基本理念) 

第３条 男女共同参画は、次に掲げる理念を基本として推

進されなければならない。 

  (1) 男女の個人としての尊厳が重んじられること、男女

が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個

人として能力を発揮する機会が確保されることその

他の男女の人権が尊重されること。 

 (2) 男女共同参画の推進に当たっては、社会における制

度又は慣行が、性別による固定的な役割分担意識を反

映して、男女の社会における主体的で自由な活動の選

択を制約することのないよう配慮されること。 

 (3) 男女が、社会の対等な構成員として、県その他の団

体における政策又は方針の立案及び決定に共同して

参画する機会が確保されること。 

 (4) 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の

下に、子育て、家族の介護その他の家庭生活における

活動と職場、学校、地域その他の社会生活における活

動とを円滑に両立できるようにすること。 

 

 (5) 男女が、それぞれの性について理解を深めること

で、妊娠、出産その他の性と生殖に関し、互いの意思

が尊重され、生涯にわたる健康と安全が確保されるこ

と。 

  (6) 他の地方公共団体との広域的連携及び国際的協調

の下に行われること。 
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   (県の責務) 

第４条 県は、前条に定める理念(以下「基本理念」とい

う。)にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策 (積

極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、

及び実施する責務を有する。 

２ 県は、県行政のあらゆる分野において、施策を策定し、

及び実施するに当たっては、男女共同参画の推進に配慮

しなければならない。 

 

   (県民の責務) 

第５条 県民は、職場、学校、地域、家庭その他の社会の

あらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同

参画の推進に取り組むとともに、県が実施する男女共同

参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければ

ならない。 

 

   (事業者の責務) 

第６条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、基本理

念にのっとり、男女が性別にかかわらず個性と能力を発

揮し、かつ、職業生活と家庭生活とを円滑に両立できる

よう職場環境の整備に取り組むとともに、県が実施する

男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努め

なければならない。 

 

 

第２章 男女共同参画の推進に関する基本的

施策 

 

   (基本計画) 

第７条 知事は、男女共同参画の推進に関する施策を総合

的かつ計画的に実施するため、男女共同参画の推進に関

する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めな

ければならない。 

２ 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとす

る。 

 (1) 男女共同参画の推進に関する長期的な目標、施策の

方向及び基本的な事項 

  (2) 前号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関

する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要

な事項 

３ 知事は、基本計画を定めるに当たっては、県民の意見

を反映することができるよう適切な措置を講じるとと

もに、和歌山県男女共同参画審議会の意見を聴かなけれ

ばならない。 

４ 知事は、基本計画を定めたときは、これを公表しなけ

ればならない。 

５ 前２項の規定は、基本計画の変更について準用する。 

 

   (県民等の理解を深めるための措置) 

第８条 県は、男女共同参画に関する県民及び事業者の理

解を深めるために必要な広報その他の啓発活動を行う

とともに、学校教育その他のあらゆる教育において、男

女の人権の尊重及び男女共同参画に関する学習の機会

の確保及び教育の内容の充実が図られるよう努めるも

のとする。 

 

  (県の政策決定過程等における男女共同参画の推進) 

第９条 県は、審議会その他の附属機関等の委員を任命又

は委嘱するときは、男女の構成員数の均衡を図るよう努

めるものとする。 

２ 県は、政策決定過程等における男女共同参画を率先し

て推進するため、職員の任用に当たっては、本人の意欲

と能力に基づく実質的な男女平等を確保するとともに、

職員である男女の職域の拡大、能力開発その他職場環境

の整備に努めるものとする。 

 

   (子育て・介護環境の向上) 

第 10 条 県は、男女が共に、子育て及び家族の介護に積

極的にかかわり、家庭生活における活動と家庭生活以外

における活動とを円滑に両立できるよう、家族はもとよ

り、地域、職場、学校等が相互に協力しながら一体とな

って支え合うことができる環境づくりに努めるものと

する。 

 

   (事業者が行う活動への支援及び情報収集等) 

第 11 条 県は、事業者が行う男女共同参画の推進に関す

る活動を支援するため、情報の提供、助言その他の必要

な措置を講じるよう努めるものとする。 

２ 知事は、男女共同参画の推進のために必要があると認

めるときは、事業者に対し、男女の就業状況その他必要

な事項について報告を求めることができる。 

３ 知事は、前項の報告により把握した男女共同参画の状

況等を公表することができる。 

 

   (農林水産業、商工業等の産業の分野における男女共同

参画の推進) 

第 12 条 県は、起業又は経営等の事業活動を行う男女が、

性別による差別的取扱いを受けることなく、その個性と

能力を十分に発揮できる環境づくりに努めるものとす
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る。 

２ 県は、農林水産業及び家族経営的な商工業等に従事す

る男女が、性別にかかわらず生産又は経営における活動

と家庭生活における活動とを円滑に両立できるととも

に、それぞれの活動に共同して参画できる環境づくりに

努めるものとする。 

 

   (県民が行う活動への支援) 

第 13 条 県は、県民が行う男女共同参画の推進に関する

活動を支援するため、情報の提供、助言、男女共同参画

の推進のための人材の養成その他の必要な措置を講じ

るよう努めるものとする。 

 

   (市町村との協力) 

第 14 条 県は、市町村に対し、県が実施する男女共同参

画の推進に関する施策への協力を求めることができる。 

２ 県は、市町村が行う男女共同参画の推進に関する基本

的な計画の策定及び市町村が実施する男女共同参画の

推進に関する施策を支援するため、市町村からの求めに

応じ、情報の提供、技術的な助言その他の必要な措置を

講じるよう努めるものとする。 

 

   (調査研究) 

第 15 条 県は、男女共同参画の推進に関する施策を策定

し、及び実施するため、必要な調査研究を行うものとす

る。 

 

   (財政上の措置) 

第 16 条 県は、男女共同参画の推進に関する施策を実施

するために必要な財政上の措置を講じるよう努めるも

のとする。 

 

   (年次報告) 

第 17 条 知事は、毎年、男女共同参画の状況及び男女共

同参画の推進に関する施策の実施状況を明らかにする

報告書を作成し、公表しなければならない。 

 

 

第３章 男女共同参画を阻害する行為の禁止 
    等 

 

   (性別による権利侵害の禁止) 

第 18 条 何人も、職場、学校、地域、家庭その他の社会

のあらゆる分野において、性別による差別的取扱いをし

てはならない。 

２ 何人も、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあら

ゆる分野において、セクシュアル・ハラスメント、男女

間の暴力的行為(身体的又は精神的な苦痛を著しく与え

る行為をいう。以下同じ。)その他の行為により男女の

人権を損なうことのないようにしなければならない。 

 

   (公衆に表示する情報に関する留意) 

第 19 条 何人も、公衆に表示する情報において、性別に

よる差別的取扱い又は男女の人権を損なうような暴力

的行為を助長し、又は連想させる表現及び過度の性的な

表現その他の男女の人権の侵害につながるような表現

を行うことのないように努めなければならない。 

 

   (相談への対応等) 

第 20 条 知事は、性別よる差別的取扱いその他の男女共

同参画を阻害する行為について、県民若しくは事業者又

は県内に在勤若しくは在学する者(以下「県民等」とい

う。)からの相談に適切に対応するため、相談員の設置

等相談体制の充実に努めるものとする。 

 

   (被害者支援) 

第 21 条 県は、配偶者その他の親族又は事実上婚姻関係

と同様の事情にある者(過去においてこれらの関係にあ

った者を含む。)から、家庭内等において、男女間の暴

力的行為により被害を受け、又は受けるおそれのある者

(以下「被害者」という。)に対し、必要に応じて助言、

施設への一時的な入所等による保護その他の適切な支

援を行うものとする。 

２ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する

法律(平成 13年法律第 31号)第３条第１項の規定による

配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たす施

設及び知事が別に指定する施設(以下「センター等」と

いう。)の長は、前項に規定する一時的な入所等による

保護又は同法第３条第３項第３号に規定する一時保護

を行った場合において、被害者からの申出に基づき、男

女間の暴力的行為又は同法第１条第１項に規定する配

偶者からの暴力(以下「暴力的行為等」という。)が当該

被害者に対して引き続き行われるおそれがあるときそ

の他被害者の保護のため必要があると認めるときは、次

に掲げる措置をとることができる。 

  (1) 被害者に対し暴力的行為等を行った者又はその者

から依頼を受けた者(以下「加害者等」という。)から

の照会等に対し、当該被害者及びその同伴する家族の

存在を秘匿すること。 

  (2) 加害者等に対し、センター等の施設内における当該
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被害者及びその同伴する家族との面会又は通信を禁

止し、又は制限すること。 

３ センター等の長は、被害者の保護のため必要があると

認めるときは、当該被害者からの申出に基づき、警察等

関係機関に対する協力の要請その他の必要な措置を講

じなければならない。 

 

   (苦情への対応) 

第 22 条 知事は、県が実施する男女共同参画の推進  に

関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと

認められる施策について県民等から苦情があったとき

は、当該苦情への適切な対応に努めるものとする。 

２ 知事は、前項の苦情への対応に当たって特に必要があ

ると認めるときは、和歌山県男女共同参画審議会の意見

を聴くものとする。 

 

 

  第４章 和歌山県男女共同参画審議会 

 

    (設置及び所掌事務) 

第 23 条 男女共同参画の推進を図るため、和歌山県男女

共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。 

２ 審議会は、次に掲げる事務を行う。 

  (1) 知事の諮問に応じ、男女共同参画の推進に関する重

要事項を調査審議すること。 

  (2) 県が実施する男女共同参画の推進に関する施策の

実施状況について必要に応じ、調査し、及び意見を述

べること。 

  (3) 前２号に掲げるもののほか、この条例の規定により

その権限に属することとされた事務 

３ 審議会は、前項に規定する事務を行うほか、男女共同

参画に関する重要事項について、知事に意見を述べるこ

とができる。 

 

    (組織) 

第 24 条 審議会は、委員 15 人以内で組織する。 

２ 委員は、男女共同参画に関し優れた識見を有する者の

うちから、知事が任命する。 

３ 男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の１０

分の４未満であってはならない。 

 

    (委員) 

第 25 条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委

員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

 

 

第５章 雑則 

 
    (委任) 

第 26 条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行

に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

 

附 則 

この条例は、平成 14 年４月１日から施行する。 

 

附 則 

（平成１７年７月６日条例第９４号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

附 則 

（平成２５年１０月４日条例第４７号） 

この条例は、平成２６年１月３日から施行する。 
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男女共同参画社会基本法 

         平成 11 年 6 月 23 日公布、施行 

目 次 

 前 文 

 第１章 総則(第１条―第 12 条) 

 第２章 男女共同参画社会の形成の促進に関する 

基本的施策(第 13 条―第 20 条) 

 第３章 男女共同参画会議(第 21 条―第 28 条) 

  附則 

   

  我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の

平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組が、

国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められて

きたが、なお一層の努力が必要とされている。 

 一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が

国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、男女

が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別

にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することが

できる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となってい

る。 

 このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を

２１世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付け、社

会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策の推進を図っていくことが重要である。 

 ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を

明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、地方公

共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組

を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定す

る。 

 

 

第１章 総則 

 

  (目的) 

第１条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会

経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実

現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形

成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及

び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定め

ることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計

画的に推進することを目的とする。 

 
   (定義) 

第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義

は、当該各号に定めるところによる。 

 一 男女共同参画社会の形成男女が、社会の対等な構成

員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野に

おける活動に参画する機会が確保され、もって男女が

均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受

することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形

成することをいう。 

 二 積極的改善措置前号に規定する機会に係る男女間

の格差を改善するため必要な範囲内において、男女の

いずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供するこ

とをいう。 

 

  (男女の人権の尊重) 

第３条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての

尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱

いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機

会が確保されることその他の男女の人権が尊重される

ことを旨として、行われなければならない。 

 

  (社会における制度又は慣行についての配慮) 

第４条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会にお

ける制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を

反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立

でない影響を及ぼすことにより、男女共同参画社会の形

成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、

社会における制度又は慣行が男女の社会における活動

の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものと

するように配慮されなければならない。 

 

  (政策等の立案及び決定への共同参画) 

第５条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等

な構成員として、国若しくは地方公共団体における政策

又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同し

て参画する機会が確保されることを旨として、行われな

ければならない。 

 

  (家庭生活における活動と他の活動の両立) 

第６条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女

が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の

介護その他の家庭生活における活動について家族の一

員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の

活動を行うことができるようにすることを旨として、行

われなければならない。 
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   (国際的協調) 

第７条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会にお

ける取組と密接な関係を有していることにかんがみ、男

女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなけ

ればならない。 

 

  (国の責務) 

第８条 国は、第３条から前条までに定める男女共同参画

社会の形成についての基本理念 (以下「基本理念」と

いう。)にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策 (積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総

合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

 

  (地方公共団体の責務) 

第９条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同

参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じた施策及

びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施

策を策定し、及び実施する責務を有する。 

 

  (国民の責務) 

第 10 条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会

のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共

同参画社会の形成に寄与するように努めなければなら

ない。 

 

  (法制上の措置等) 

第 11 条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に  関

する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措

置その他の措置を講じなければならない。 

 

  (年次報告等) 

第 12 条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形

成の状況及び政府が講じた男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策についての報告を提出しなければな

らない。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の

形成の状況を考慮して講じようとする男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策を明らかにした文書を作

成し、これを国会に提出しなければならない。 

 

 

 第２章 男女共同参画社会の形成の促進に

関する基本的施策 

  

  (男女共同参画基本計画) 

第 13 条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同

参画社会の形成の促進に関する基本的な計画(以下「男

女共同参画基本計画」という。)を定めなければならな

い。 

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定

めるものとする。 

 一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の

形成の促進に関する施策の大綱 

 二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進する

ために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、

男女共同参画基本計画の案を作成し、閣議の決定を求め

なければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があっ

たときは、遅滞なく、男女共同参画基本計画を公表しな

ければならない。 

５ 前２項の規定は、男女共同参画基本計画の変更につい

て準用する。 

 

  (都道府県男女共同参画計画等) 

第 14 条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、

当該都道府県の区域における男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策についての基本的な計画(以下「都

道府県男女共同参画計画」という。)を定めなければな

らない。 

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項につい

て定めるものとする。 

 一 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ず

べき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の

大綱 

 二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における

男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合

的かつ計画的に推進するために必要な事項 

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共

同参画計画を勘案して、当該市町村の区域における男女

共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基

本的な計画(以下「市町村男女共同参画計画」という。)

を定めるように努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又

は市町村男女共同参画計画を定め、又は変更したとき

は、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

 

  (施策の策定等に当たっての配慮) 
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第 15 条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形

成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施

するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しな

ければならない。 

 

    (国民の理解を深めるための措置) 

第 16 条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、

基本理念に関する国民の理解を深めるよう適切な措置

を講じなければならない。 

  

   (苦情の処埋等) 

第 17 条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策又は男女共同参画社会の形成に影

響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理の

ために必要な措置及び性別による差別的取扱いその他

の男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人

権が侵害された場合における被害者の救済を図るため

に必要な措置を講じなければならない。 

 

  (調査研究) 

第 18 条 国は、社会における制度又は慣行が男女共同参

画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究その他の

男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に

必要な調査研究を推進するように努めるものとする。 

 

  (国際的協調のための措置) 

第 19 条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の

下に促進するため、外国政府又は国際機関との情報の交

換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相

互協力の円滑な推進を図るために必要な措置を講ずる

ように努めるものとする。 

 

  (地方公共団体及び民間の団体に対する支援) 

第 20 条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策及び民間の団体が男女共

同参画社会の形成の促進に関して行う活動を支援する

ため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努

めるものとする。 

 

 

第３章 男女共同参画会議 
 

  (設置) 

第 21 条 内閣府に、男女共同参画会議(以下「会議」とい

う。)を置く。 

 

   (所掌事務) 

第 22 条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

 一 男女共同参画基本計画に関し、第 13 条第３項に規

定する事項を処理すること。 

 二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各

大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の促進に

関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調

査審議すること。 

 三 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必要が

あると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に

対し、意見を述べること。 

 四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策の実施状況を監視し、及び政府の施策が男

女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要が

あると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に

対し、意見を述べること。 

 

   (組織) 

第 23 条 会議は、議長及び議員 24 人以内をもって 組織

する。 

 

  (議長) 

第 24 条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 

２ 議長は、会務を総理する。 

 

  (議員) 

第 25 条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 

 一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理

大臣が指定する者 

 二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有す

る者のうちから、内閣総理大臣が任命する者 

２ 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総数

の 10 分の５未満であってはならない。 

３ 第１項第２号の議員のうち、男女のいずれか一方の議

員の数は、同号に規定する議員の総数の 10 分の４未満

であってはならない。 

４ 第１項第２号の議員は、非常勤とする。 

 

  (議員の任期) 

第 26 条 前条第１項第２号の議員の任期は、２年とする。

ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 前条第１項第２号の議員は、再任されることができ

る。 
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  (資料提出の要求等) 

第 27 条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要が

あると認めるときは、関係行政機関の長に対し、監視又

は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、

説明その他必要な協力を求めることができる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があ

ると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対して

も、必要な協力を依頼することができる。 

 

  (政令への委任) 

第 28 条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び議

員その他の職員その他会議に関し必要な事項は、政令で

定める。 

 

 附 則（平成 11 年 6 月 23 日法律第 78 号）（抄） 

 

  (施行期日) 

第１条 この法律は、公布の日から施行する。 

 

  (男女共同参画審議会設置法の廃止) 

第２条 男女共同参画審議会設置法（平成９年法律第７

号）は、廃止する。 

 

 附 則（平成 11 年 7 月 16 日法律第 102 号）（抄） 

 

   (施行期日) 

第 1 条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成

11 年法律第 88 号)の施行の日から施行する。ただし、

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行

する。 

 (施行の日＝平成 13 年１月６日) 

 一 略 

 二 附則第 10 条第１項及び第５項、第 14 条第３項、第

23 条、第 28 条並びに第 30 条の規定公布の日 

 

   (委員等の任期に関する経過措置) 

第 28 条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる

従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員で

ある者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会

長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の

規定にかかわらず、その日に満了する。 

 一から十まで略 

 十一 男女共同参画審議会 

 

 

 

  (別に定める経過措置) 

第 30 条 第２条から前条までに規定するもののほか、こ

の法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で

定める。 

 

 附 則（平成 11 年 12 月 22 日法律第 160 号）（抄） 

 

   (施行期日) 

第 1 条 この法律（第２条及び第３条を除く。）は、平成

13 年１月６日から施行する。ただし、次の各号に掲げ

る規定は、当該各号に定める日から施行する。 

（以下略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


